
令和4年9月20日

山中理司 様

開示の申出のありました行政文書の写しの送付について

本年9月15日付けの「行政文書の開示の実施方法等申出書」により開示の申出の

ありました下記の資料について、添付のとおり送付いたします。

記

・令和4年答弁案関係資料（その他）のうち、 「参議院議員浜田聡君提出国葬、国葬儀、

合同葬儀の違い等に関する質問に対する答弁書」 （内閣府から内閣法制局に提出された

参考資料を除く｡）

上記の資料について、用紙に出力したもの（白黒） 35枚

【担当課等】

内閣法制局第一部

TEL:03-3581-7271 (代）内線2151



参第一音暦長

参

匿工劃
一
の
１
に
つ
い
て

一
の
２
に
つ
い
て

一
の
３
に
つ
い
て

含
む
国
の
儀
式
を
行
う
こ
と
が
行
政
権
の
作
用
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
法
律
上
明
確
と
な
っ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
可
能
で
あ

十
三
号
に
お
い
て
内
閣
府
の
所
掌
事
務
と
し
て
国
の
儀
式
に
関
す
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
国
葬
儀
を

行
う
こ
と
は
行
政
権
の
作
用
に
含
ま
れ
る
こ
と
、
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
条
第
三
項
第
三

際
し
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
「
国
民
を
あ
げ
て
喪
に
服
す
る
」
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。

る
と
考
え
て
い
る
。

い
て
規
定
し
た
法
律
は
な
い
。
閣
議
決
定
を
根
拠
と
し
て
国
の
儀
式
で
あ
る
国
葬
儀
を
行
う
こ
と
は
、
国
の
儀
式
を
内
閣
が

御
指
摘
の
答
弁
の
「
法
令
の
根
拠
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
現
在
ま
で
に
国
葬
儀
に
っ

故
安
倍
晋
三
国
葬
儀
に
つ
い
て
は
、
そ
の
必
要
な
経
費
は
全
額
を
国
費
で
支
弁
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
実
施
に

お
尋
ね
の
と
お
り
で
あ
る
。

議
院
議
員
浜
田
聡
君
提
出
国
葬
、
国
葬
儀
、
合
同
葬
儀
の
違
い
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一読

て

〔

乗
越
参
事
官

金
事
務
官
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◆

一
の
４
に
つ
い
て

一
の
６
に
つ
い
て

一
の
５
に
つ
い
て

一
の
７
に
つ
い
て

び
公
式
制
度
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
の
国
と
し
て
行
う
べ
き
事
務
の
適
切
な
遂
行
（
中
略
）
を
図
る
こ
と
」
を
達
成
す
る
た

う
儀
式
（
以
下
「
内
閣
の
行
う
儀
式
」
と
い
う
．
）
と
し
て
行
わ
れ
た
葬
儀
で
あ
る
。

め
に
つ
か
さ
ど
る
事
務
で
あ
る
。

い
う
。
）
と
し
て
行
わ
れ
る
葬
儀
で
あ
る
．

し
て
行
わ
れ
る
儀
式
は
、
全
て
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
宮
内
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

故
安
倍
晋
三
国
葬
儀
は
、
内
閣
府
設
置
法
第
四
条
第
三
項
第
三
十
三
号
に
規
定
す
る
国
の
儀
式
（
以
下
「
国
の
儀
式
」
と

故
中
曽
根
康
弘
内
閣
・
自
由
民
主
党
合
同
葬
儀
は
、
内
閣
府
設
置
法
第
四
条
第
三
項
第
三
十
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
の
行

内
閣
府
設
置
法
第
四
条
第
三
項
第
三
十
三
号
に
規
定
す
る
事
務
は
、
同
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
皇
室
、
栄
典
及

御
指
摘
の
「
天
皇
又
は
皇
族
に
よ
る
公
的
行
為
又
は
そ
の
他
の
行
為
（
内
閣
参
質
一
八
○
第
七
五
号
。
以
下
同
じ
。
）
と

く

〔



一
の
８
の
（
５
）
に
つ
い
て

一
の
８
の
（
４
）
に
つ
い
て

一
の
８
の
（
２
）
及
び
（
３
）
に
つ
い
て

一
の
８
の
（
１
）
に
つ
い
て

が
国
の
儀
式
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

律
第
七
十
号
）
に
基
づ
き
、
皇
室
関
係
の
国
家
事
務
及
び
政
令
で
定
め
る
天
皇
の
国
事
に
関
す
る
行
為
に
係
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
宮
内
庁
の
所
掌
事
務
と
さ
れ
る
皇
室
の
儀
式
は
、
同
法
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
儀
式
で
あ
る
。

の
儀
が
挙
げ
ら
れ
る
。
当
該
儀
式
は
、
お
尋
ね
の
「
宮
内
庁
法
規
定
儀
式
」
に
も
該
当
す
る
。

二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
儀
式
に
つ
い
て
は
、
そ
の
う
ち
日
本
国
憲
法
第
七
条
第
十
号
に
規
定
す
る
儀
式
に
該
当
す
る
も
の

お
尋
ね
の
「
内
閣
儀
式
等
に
お
い
て
、
天
皇
が
国
事
行
為
、
公
的
行
為
又
は
そ
の
他
の
行
為
を
行
っ
た
事
例
」
の
意
味
す

お
尋
ね
の
よ
う
な
事
例
は
存
在
し
な
い
。

お
尋
ね
の
「
憲
法
規
定
儀
式
」
の
直
近
の
例
と
し
て
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
に
国
の
儀
式
と
し
て
行
わ
れ
た
新
年
祝
賀

日
本
国
憲
法
第
七
条
第
十
号
に
規
定
す
る
儀
式
は
、
い
ず
れ
も
国
の
儀
式
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
．
ま
た
、
宮
内
庁
法
第

て

〔



合

●

一
の
川
に
つ
い
て

一
の
９
に
つ
い
て

一
の
皿
の
（
１
）
に
つ
い
て

事
と
し
て
行
わ
れ
た
第
十
六
回
み
ど
り
の
式
典
、
令
和
三
年
四
月
二
十
三
日
に
内
閣
の
行
う
行
事
と
し
て
行
わ
れ
た
第
十
五

れ
た
第
十
六
回
み
ど
り
の
式
典
へ
の
天
皇
陛
下
の
御
臨
席
等
は
、
天
皇
の
自
然
人
と
し
て
の
事
実
行
為
の
う
ち
象
徴
と
し
て

れ
る
。

に
行
わ
れ
た
故
吉
田
茂
国
葬
儀
の
み
で
あ
る
。

回
み
ど
り
の
式
典
及
び
同
年
三
月
十
一
日
に
内
閣
の
行
う
行
事
と
し
て
行
わ
れ
た
東
日
本
大
震
災
十
周
年
追
悼
式
が
挙
げ
ら

る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
直
近
の
内
閣
の
行
う
行
事
で
あ
る
令
和
四
年
四
月
十
八
日
に
行
わ

の
地
位
に
基
づ
い
て
公
的
な
立
場
で
行
わ
れ
る
公
的
行
為
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

お
尋
ね
の
「
前
回
合
同
葬
を
除
い
た
内
閣
儀
式
等
」
の
直
近
の
例
と
し
て
は
、
令
和
四
年
四
月
十
八
日
に
内
閣
の
行
う
行

お
尋
ね
の
「
宮
内
庁
法
規
定
儀
式
及
び
憲
法
規
定
儀
式
を
除
い
た
国
の
儀
式
」
の
例
は
、
昭
和
四
十
二
年
十
月
三
十

お
尋
ね
の
「
今
般
の
国
葬
儀
に
お
い
て
、
天
皇
又
は
皇
族
が
国
事
行
為
、
公
的
行
為
又
は
そ
の
他
の
行
為
を
行
う
」
の
意

て

（

一

日



今

◆

二
の
１
に
つ
い
て

一
の
Ⅱ
の
（
２
）
に
つ
い
て

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
秋
篠
宮
皇
嗣
同
妃
両
殿
下
は
、
故
中
曽
根
康
弘
内
閣
・
自
由
民
主
党
合
同
葬
儀
に
参
列
さ
れ

味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
故
安
倍
晋
三
国
葬
儀
へ
の
皇
室
の
方
々
の
御
対
応
に
つ
い
て
は
、
現
在

競
走
の
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
よ
う
な
要
請
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
今
後
当
該
要
請

晋
三
（
当
時
）
か
ら
参
列
の
願
い
出
を
受
け
、
公
的
な
立
場
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
公
的
行
為
に
該
当
す
る
も
の
と
考

た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
該
御
参
列
は
、
故
中
曽
根
康
弘
内
閣
・
自
由
民
主
党
合
同
葬
儀
委
員
長
で
あ
る
内
閣
総
理
大
臣
安
倍

調
整
中
で
あ
る
．
ま
た
、
御
指
摘
の
「
国
葬
令
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
国
葬
の
際
に
天
皇
又
は
皇
族
が
行
っ
て
い
た
儀
式
等
」

え
て
い
る
。

を
行
う
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
決
定
し
て
い
な
い
。

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
こ
れ
に
関
す
る
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
七
日
に
お
い
て
、
公
営
競
技
で
あ
る
地
方
競
馬
、
競
輪
、
小
型
自
動
車
競
走
及
び
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト

お
尋
ね
の
「
前
回
合
同
葬
儀
に
お
い
て
、
秋
篠
宮
皇
嗣
同
妃
両
殿
下
は
公
的
行
為
を
行
っ
た
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必

て

〔



◆

●

三
の
１
か
ら
３
ま
で
に
つ
い
て

こ
の
３
に
つ
い
て

こ
の
２
に
つ
い
て

点
で
お
尋
ね
に
つ
い
て
明
確
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
お
尋
ね
の
「
半
日
休
む
よ
う
に
と
い
う
よ

晋
三
国
葬
儀
の
具
体
的
内
容
は
現
在
検
討
中
で
あ
り
、
現
時
点
で
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な う
な
こ
と
」
及
び
「
歌
舞
音
曲
を
慎
ん
だ
ら
ど
う
で
す
か
と
い
う
こ
と
」
に
つ
い
て
求
め
る
こ
と
は
現
時
点
で
は
考
え
て
い

え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
警
察
は
、
違
法
行
為
に
対
し
て
厳
正
な
取
締
り
を
推
進
し
て
い
る
。

て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
警
備
に
支
障
を
及
ぼ
す
お

故
安
倍
晋
三
国
葬
儀
の
当
日
に
お
け
る
弔
意
表
明
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
現
在
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時

故
安
倍
晋
三
国
葬
儀
は
、
北
の
丸
公
園
内
に
所
在
す
る
日
本
武
道
館
に
お
い
て
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
故
安
倍

お
尋
ね
の
「
我
が
国
に
お
け
る
民
主
主
義
に
対
す
る
暴
力
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答

警
察
に
お
い
て
は
、
故
安
倍
晋
三
国
葬
儀
に
関
連
す
る
警
護
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
各
種
の
対
策
を
進
め

い
0

て

〔



●

●

三
の
４
に
つ
い
て

体
の
活
動
実
態
等
に
応
じ
て
判
断
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
、
同
庁
が
調
査
の
対
象
と
し
て
い
る
団
体
及
び

警
察
が
情
報
収
集
の
対
象
と
し
て
い
る
団
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
業
務
遂
行
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る

そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

の
で
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

公
安
調
査
庁
が
調
査
の
対
象
と
す
る
団
体
及
び
警
察
が
情
報
収
集
の
対
象
と
す
る
団
体
は
、
そ
の
時
々
の
公
安
情
勢
や
団

て

〈
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正式転送

内閣官房内閣総務官室へ

閣議資料等を提出

閣議に付議

(閣議決定後国会へ提出）
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［答弁 月 1躍日 （ 許 ）

※正式転送があるまでは提出者等との接触厳禁！ （政府部内限り）

で

〔

》



己

質
問
第

右
の
質
問
主

国
葬
、
国
葬
儀
、

令
和
四
年

九
号参

議
院
議
長
尾
辻
秀
久
殿

一
息
垂
冒

を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ

八
月
四
日

合
同
葬
儀
の
違
い

く

等
に
関
す
る
質
問
主

心
ザ
ゲ
“
四
口
■
Ｐ
Ｄ
ｒ

Ｕ
汐
』
寺
タ
グ
々

守

蜂
．
量
■
ｆ
ｆ
毎
コ
“
口
金
ロ
グ
。
》
″

一
鷲
《
，

隷
舜
饒

管

↑

公
許
凸
畢
。
、
●
毎
召
己
ゆ
む
◇
●
●
や
』
七

。
／

〆
．
う
じ
。
〃
し
０
直
弘
》
《
も
▲
、

ジフ

て
提
出
す
る
。

溌一
立
思
圭
冒

、

寺
鼠

』
．
一
Ｊ
グ

浜
田

氏 舞

鐸
,．.掌､、

鐘
￥

曇
9
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聡

鰯

！



③Ｊ
余／：

謬
憧
』
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ダ
ダ
』
毎
》

》
（

Ｉ
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E ）
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▲

多毛夕子

一
一一

等
が
整
理
さ
れ
た
答
弁
書
を
後
世
に
遣
す
た
め
、
以
下
質
問
す
る
。

葬
儀
（
以
下
『
今
般
の
国
葬
儀
』
と
い
う
。
）
が
憲
政
史
上
初
と
承
知
し
て
い
る
。
憲
政
史
上
初
の
出
来
事
の
法
的
位
置
づ
け

国
を
代
表
し
て
行
い
得
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
」
と
述
べ
た
。

年
一
月
六
日
施
行
の
内
閣
府
設
置
法
に
お
い
て
、
内
閣
府
の
所
掌
事
務
と
し
て
、
国
の
儀
式
に
関
す
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
、

４

儀
の
形
式
で
安
倍
晋
三
元
総
理
の
葬
儀
を
行
う
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。
」
、
「
国
葬
に
つ
い
て
で
す
が
、
（
中
略
）
平
成
十
三

こ
れ
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
、
国
の
儀
式
と
し
て
行
う
国
葬
儀
に
つ
い
て
は
、
閣
議
決
定
を
根
拠
と
し
て
、
行
政
が

一
国
葬
、
国
葬
儀
、
合
同
葬
儀
の
違
い
等
に
つ
い
て

政
府
が
法
令
根
拠
を
予
め
明
ら
か
に
し
、
首
相
経
験
者
の
国
葬
儀
が
行
わ
れ
る
事
例
は
、
今
秋
予
定
の
安
倍
晋
三
元
総
理
の
１

１
昭
和
四
十
二
年
十
月
三
十
一
日
に
行
わ
れ
た
吉
田
茂
元
総
理
の
国
葬
儀
（
以
下
「
前
回
国
葬
儀
」
と
い
う
。
）
に
つ

令
和
四
年
七
月
十
四
日
の
記
者
会
見
（
以
下
「
七
月
会
星
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
岸
田
文
雄
総
理
は
「
こ
の
秋
に
国
葬

決
算
委
員
会
議
録
第
十
五
号
、
昭
和
四
十
三
年
五
月
九
且
と
の
当
時
の
政
府
見
解
に
変
更
は
な
い
か
。

て
、
「
国
葬
儀
に
つ
き
ま
し
て
は
、
御
承
知
の
よ
う
に
法
令
の
根
拠
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
」
（
第
五
十
八
回
国
会
衆
議
院

国
葬
、
国
葬
儀
、
合
同
葬
儀
の
違
い
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

て

ゾ

〔

い
ｰ



４
今
般
の
国
葬
儀
は
国
の
儀
式
（
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
以
下
『
法
」
と
い
う
。
）
第
四

３
国
葬
令
第
四
条
に
は
「
皇
族
二
非
サ
ル
者
國
葬
ノ
場
Ａ
呈
於
テ
ハ
喪
儀
ヲ
行
う
當
日
屡
朝
シ
國
民
喪
ヲ
服
ス
」
と
い
う

２
国
葬
に
つ
い
て
は
、
大
正
十
五
年
十
月
二
十
一
日
の
国
葬
令
（
勅
令
第
三
百
二
十
四
号
）
の
存
否
に
つ
い
て
、
「
旧
憲

な
る
場
合
、
今
般
の
国
葬
儀
の
法
令
の
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

条
第
三
項
第
三
十
三
号
に
規
定
す
る
「
国
の
儀
式
」
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
行
う
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。
異

当
す
る
か
。

あ
る
い
は
国
の
経
費
を
も
っ
て
葬
儀
を
行
な
う
、
こ
の
点
、
端
的
に
申
し
ま
す
と
、
こ
の
二
つ
の
間
に
は
か
な
り
差
が
あ
２

使
い
ま
し
た
も
の
と
、
必
ず
し
も
観
念
が
合
致
し
て
い
な
い
（
中
略
）
・
国
民
を
あ
げ
て
喪
に
服
す
る
と
い
う
考
え
方
、

り
ま
す
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
（
第
六
十
一
回
国
会
参
議
院
内
閣
委
員
会
会
議
録
第
二
十
五
号
、
昭
和
四
十
四
年
七
月
一

且
・
今
般
の
国
葬
儀
は
『
国
民
を
あ
げ
て
喪
に
服
す
る
」
と
「
国
の
経
費
を
も
っ
て
葬
儀
を
行
な
う
」
の
い
ず
れ
に
該

明
文
規
定
が
あ
る
が
、
政
府
は
、
『
国
葬
と
い
う
こ
と
の
意
義
自
体
が
、
今
日
の
考
え
方
と
、
あ
る
い
は
過
去
に
お
い
て

委
員
会
議
録
第
十
五
号
、
昭
和
四
十
三
年
五
月
九
且
・
当
時
の
政
府
見
解
に
変
更
は
な
い
か
。

法
時
代
の
国
葬
令
、
こ
れ
は
今
日
な
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
」
と
の
政
府
答
弁
が
あ
る
（
第
五
十
八
回
国
会
衆
議
院
決
算

で

〔
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８
法
第
四
十
八
条
及
び
宮
内
庁
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
内
庁
は
内
閣
府
に
置
か
れ
る
。

７
天
皇
又
は
皇
族
に
よ
る
公
的
行
為
又
は
そ
の
他
の
行
為
（
内
閣
参
質
一
八
○
第
七
五
号
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
行
わ
３

６
法
第
四
条
第
三
項
第
三
十
三
号
に
規
定
す
る
事
務
は
、
法
第
三
条
第
二
項
に
並
記
さ
れ
る
任
務
の
う
ち
、
ど
の
任
務
を

５
令
和
二
年
十
月
十
七
日
に
行
わ
れ
た
中
曽
根
康
弘
元
総
理
の
内
閣
・
自
由
民
主
党
合
同
葬
儀
（
以
下
「
前
回
合
同
葬

法
規
定
儀
式
』
と
い
う
。
）
と
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

達
成
す
る
た
め
の
事
務
な
の
か
。

れ
る
儀
式
は
、
全
て
宮
内
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
号
）
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
儀
式
（
以
下
「
宮
内
庁

れ
た
い
。

う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。
異
な
る
場
合
、
前
回
合
同
葬
儀
の
法
令
の
根
拠
を
示
さ

儀
」
と
い
う
。
）
は
内
閣
儀
式
等
（
法
第
四
条
第
三
項
第
三
十
三
号
に
規
定
す
る
「
内
閣
の
行
う
儀
式
及
び
行
事
」
を
い

（
２
）
天
皇
が
国
の
儀
式
と
し
て
憲
法
規
定
儀
式
を
行
っ
た
事
例
は
あ
る
か
。
あ
る
場
合
、
直
近
の
例
を
一
つ
示
さ
れ

（
１
）
国
の
儀
式
に
憲
法
第
七
条
第
十
号
に
規
定
す
る
儀
式
（
以
下
「
憲
法
規
定
儀
式
」
と
い
う
。
）
又
は
宮
内
庁
法

規
定
儀
式
は
含
ま
れ
る
か
。

て

〔
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ｇ
宮
内
庁
法
規
定
儀
式
及
び
憲
法
規
定
儀
式
を
除
い
た
国
の
儀
式
の
直
近
の
例
を
、
実
施
日
と
と
も
に
三
つ
示
さ
れ
た

11 10
い
0「

こ
れ
は
元
々
は
、
皇
室
親
族
令
に
あ
る
も
の
で
す
。
今
は
も
う
そ
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
絶
対
に
し
な
け
れ
ば
い
け

（
５
）
過
去
の
内
閣
儀
式
等
に
お
い
て
天
皇
が
国
事
行
為
、
公
的
行
為
又
は
そ
の
他
の
行
為
を
行
っ
た
事
例
は
あ
る

（
４
）
天
皇
又
は
皇
族
が
国
の
儀
式
と
し
て
憲
法
規
定
儀
式
及
び
宮
内
庁
法
規
定
儀
式
以
外
の
儀
式
を
行
っ
た
事
例
は

（
３
）
天
皇
又
は
皇
族
が
国
の
儀
式
と
し
て
宮
内
庁
法
規
定
儀
式
を
行
っ
た
事
例
は
あ
る
か
。
あ
る
場
合
、
直
近
の
例

前
回
合
同
葬
儀
を
除
い
た
内
閣
儀
式
等
の
直
近
の
例
を
、
実
施
日
と
と
も
に
三
つ
示
さ
れ
た
い
。

秋
篠
宮
皇
嗣
殿
下
は
令
和
三
年
十
一
月
二
十
五
日
の
記
者
会
見
で
皇
族
の
結
婚
に
際
し
行
わ
れ
る
儀
式
に
つ
い
て

あ
る
か
。
あ
る
場
合
、
直
近
の
例
を
一
つ
示
さ
れ
た
い
。

か
0

を
一
つ
示
さ
れ
た
い
。
“

た
い
。

し､
○

あ
る
場
合
、
直
近
の
例
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
、
な
ぜ
そ
の
分
類
に
な
る
の
か
理
由
も
併
せ
て
示
さ
れ
た
４

て

〈
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二
今
般
の
国
葬
儀
予
定
日
で
あ
る
令
和
四
年
九
月
二
十
七
日
（
以
下
「
予
定
日
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

１
前
回
国
葬
儀
に
つ
い
て
、
令
和
四
年
七
月
十
六
日
の
毎
日
新
聞
の
記
事
に
は
「
「
国
民
あ
げ
て
冥
福
を
祈
る
」
の
大
号

令
の
下
、
当
日
は
競
馬
や
競
輪
な
ど
の
公
営
競
技
が
中
止
と
な
り
、
テ
レ
ビ
か
ら
歌
謡
曲
や
ク
イ
ズ
な
ど
の
娯
楽
番
組
が

消
え
、
全
国
各
地
に
鳴
り
響
く
サ
イ
レ
ン
に
合
わ
せ
て
職
場
や
街
頭
で
黙
と
う
が
さ
さ
げ
ら
れ
た
」
と
あ
る
。
予
定
日
に

公
営
競
技
の
開
催
は
予
定
さ
れ
て
い
る
か
。
当
該
公
営
競
技
の
開
催
を
中
止
す
る
よ
う
政
府
か
ら
要
請
を
行
っ
た
、
又
は

な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
慣
習
的
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
私
は
本
来
で
あ
れ
ば
そ
れ

は
行
う
の
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
」
と
述
べ
た
。

（
２
）
前
回
合
同
葬
儀
に
お
い
て
、
秋
篠
宮
皇
嗣
同
妃
両
殿
下
は
公
的
行
為
を
行
っ
た
か
。
行
っ
た
場
合
、
公
的
行
為
５

（
１
）
今
般
の
国
葬
儀
に
お
い
て
、
天
皇
又
は
皇
族
が
国
事
行
為
、
公
的
行
為
又
は
そ
の
他
行
為
を
行
う
予
定
は
あ
る

該
当
す
る
か
。

の
内
容
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

か
。
ま
た
、
国
葬
令
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
国
葬
の
際
に
天
皇
又
は
皇
族
が
行
っ
て
い
た
儀
式
等
を
、
今
般
の
国
葬

の
際
に
行
う
予
定
は
あ
る
か
。
そ
の
儀
式
は
憲
法
規
定
儀
式
、
国
の
儀
式
又
は
宮
内
庁
法
規
定
儀
式
の
い
ず
れ
に

で

〔
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３
令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
防
止
等
の
た
６

２
前
回
国
葬
儀
の
際
は
総
理
府
（
当
時
）
か
ら
国
民
に
対
し
「
半
日
休
む
よ
う
に
と
い
う
よ
う
な
こ
と
、
あ
る
い
は
黙
祷

さ
せ
て
い
く
た
め
に
何
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
我
々
も
真
剣
に
考
え
て
い
き
た
い
」
と
答
弁
し
た
。
予
定
日

損
失
を
受
け
ら
れ
た
方
々
は
た
く
さ
ん
お
ら
れ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
（
中
略
）
文
化
芸
術
を
こ
れ
は
推
奨
し
発
展

に
お
い
て
、
行
政
機
関
が
公
共
財
産
（
国
に
あ
っ
て
は
、
国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
条
第

め
へ
政
府
の
要
請
に
よ
り
文
化
芸
術
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
の
自
粛
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
事
業
者
等
へ
の
経
済
支
援

録
が
あ
る
。
政
府
は
予
定
日
に
前
回
国
葬
儀
と
同
様
の
趣
旨
の
協
力
を
申
し
出
た
、
又
は
申
し
出
る
こ
と
を
予
定
し
て
い

に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し
、
安
倍
晋
三
総
理
（
当
時
）
は
「
イ
ベ
ン
脂
が
今
回
の
要
請
に
よ
っ
て
中
止
と
な
り
、
言
わ
ば

る
か
。

を
さ
さ
げ
ま
し
ょ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
、
あ
る
い
は
歌
舞
音
曲
を
慎
ん
だ
ら
ど
う
で
す
か
と
い
う
こ
と
の
御
協
力
を
お

願
い
申
し
上
げ
た
い
」
（
第
五
十
六
回
国
会
衆
議
院
逓
信
委
員
会
議
録
第
三
号
、
昭
和
四
十
二
年
十
一
月
九
且
と
の
記

行
う
こ
と
を
し
て
い
る
か
。

予
定

政
府
の
見
至
‐
日
何
。

角
女

一
項
に
規
定
す
る
国
有
財
産
、
地
方
公
共
団
体
に
あ
っ
て
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百

て

＆



三
我
が
国
に
お
け
る
民
主
主
義
に
対
す
る
暴
力
に
つ
い
て

稲
次
郎
暗
殺
事
件
を
引
い
て
政
府
を
批
判
し
た
。
池
田
勇
人
総
理
（
当
時
）
は
同
十
八
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
て
、
同
事
件

思
い
ま
す
』
と
述
べ
た
。
ま
た
同
委
員
会
で
山
本
弥
之
助
委
員
（
当
時
）
は
昭
和
三
十
五
年
十
月
十
二
日
に
発
生
し
た
浅
沼

削
っ
て
警
護
し
て
お
り
ま
す
末
端
警
察
官
に
対
し
て
厳
重
な
責
任
を
取
り
つ
け
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
私
は

打
し
、
そ
の
場
で
直
ち
に
警
察
官
に
取
り
押
さ
え
ら
れ
た
」
（
第
七
十
五
回
国
会
衆
議
院
地
方
行
政
委
員
会
議
録
第
二
十
五

号
、
昭
和
五
十
年
六
月
十
七
且
と
い
う
事
案
が
発
生
し
た
。
同
委
員
会
で
小
川
新
一
郎
委
員
（
当
時
）
は
「
日
夜
骨
身
を

ろ
」
、
男
性
が
「
叫
び
な
が
ら
飛
び
出
し
、
総
理
の
背
後
か
ら
正
面
に
回
り
ま
し
て
、
右
の
手
を
も
っ
て
総
理
の
顔
面
を
殴

ろ
、
三
木
総
理
が
御
遺
骨
を
出
迎
え
ま
す
た
め
に
日
本
武
道
館
正
面
玄
関
の
歩
道
近
く
に
立
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
と
こ
７

昭
和
五
十
年
六
月
十
六
日
に
日
本
武
道
館
で
執
行
さ
れ
た
佐
藤
榮
作
元
総
理
の
国
民
葬
儀
で
は
「
午
後
一
時
五
十
三
分
ご

財
産
法
第
二
十
四
条
第
一
項
「
公
共
用
、
公
用
又
は
公
益
事
業
の
用
」
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
九
項

三
十
八
条
一
項
に
規
定
す
る
公
有
財
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
）
等
の
利
用
を
拒
ん
だ
り
、
公
共
財
産
の
利
用
に
あ
た
り

「
公
用
若
し
く
は
公
共
用
」
及
び
同
法
第
二
百
三
十
八
条
の
五
第
四
項
「
公
用
又
は
公
共
用
」
に
該
当
す
る
か
。

「
歌
舞
音
曲
を
慎
』
む
よ
う
要
請
を
行
っ
た
、
又
は
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
今
般
の
国
葬
儀
は
、
国
有

て

《
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）

う’
一
一
一

〆
／
〃

蕊《
‐
な
お
、
本
質
間
主
意
書
に
つ
い
て
は
、
答
弁
書
作
成
に
か
か
る
官
僚
の
負
担
に
鑑
み
、
転
送
か
ら
七
日
以
内
で
の
答
弁
は
求

！

主
義
を
断
固
と
し
て
守
り
抜
く
と
い
う
決
意
を
示
し
て
ま
い
り
ま
す
。
」
と
述
べ
た
。

会
議
録
第
二
号
、
昭
和
三
十
五
年
十
月
十
八
日
）
・
岸
田
文
雄
総
理
も
七
月
会
見
に
て
「
我
が
国
は
、
暴
力
に
屈
せ
ず
民
主

４
昭
和
四
十
八
年
、
政
府
は
大
日
本
愛
国
党
を
含
む
十
六
団
体
（
以
下
『
十
六
団
体
』
と
い
う
。
）
が
破
壊
活
動
防
止
法

Ｓ
政
府
は
警
護
要
則
の
改
正
等
を
検
討
し
て
い
る
か
。

２
予
定
日
の
警
護
（
警
護
要
則
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
八
号
。
以
下
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
警
護
を
い

１
右
を
踏
ま
え
、
我
が
国
に
お
け
る
民
主
主
義
に
対
す
る
暴
力
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
如
何
。

に
つ
い
て
「
暴
力
は
民
主
政
治
家
に
と
っ
て
共
通
の
敵
で
あ
る
』
等
、
追
悼
演
説
を
行
っ
た
（
第
三
十
六
回
国
会
衆
議
院
本

団
体
の
動
向
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
か
。

十
六
団
体
に
つ
い
て
破
壊
活
動
防
止
法
に
基
づ
く
公
安
調
査
庁
の
調
査
対
象
団
体
と
し
て
い
る
こ
と
及
び
警
察
庁
が
十
六

声
っ
。
以
下
同
じ
。
。

）
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
如
何

（
第
七
十
一
回
国
会
参
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
三
号
、
昭
和
四
十
八
年
二
月
二
十
七
且
・
岸
田
内
閣
に
お
い
て
、

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
四
十
号
。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
く
公
安
調
査
庁
の
調
査
対
象
団
体
で
あ
る
と
答
弁
し
た

て

【

8
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”

時

め
な
い
。
国
会
法
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
従
い
答
弁
を
延
期
し
た
上
で
、
転
送
か
ら
二
十
八
日
以
内
に
は
答
弁
さ
れ
た

、
１
０

↓

右
質
問
す
る
。

で

《

’

9



一
の
４
に
つ
い
て

一
の
３
に
つ
い
て

一
の
２
に
つ
い
て

一
の
１
に
つ
い
て

際
し
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
「
国
民
を
あ
げ
て
喪
に
服
す
る
」
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。

上
明
確
と
な
っ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
条
第
三
項
第
三
十
三
号
に
お
い
て
内
閣
府
の
所
掌
事
務
と
し
て
国
の
儀
式
に
関
す
る
事
務

に
関
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
国
葬
儀
を
含
む
国
の
儀
式
を
行
う
こ
と
が
行
政
権
の
作
用
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
法
律

る
国
葬
儀
を
行
う
こ
と
は
、
国
の
儀
式
を
内
閣
が
行
う
こ
と
は
行
政
権
の
作
用
に
含
ま
れ
る
こ
と
、
内
閣
府
設
置
法
（
平
成

故
安
倍
晋
三
国
葬
儀
に
つ
い
て
は
、
そ
の
必
要
な
経
費
は
全
額
を
国
費
で
支
弁
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
実
施
に

現
在
ま
で
に
国
葬
儀
に
つ
い
て
規
定
し
た
法
律
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
閣
議
決
定
を
根
拠
と
し
て
国
の
儀
式
で
あ

お
尋
ね
の
と
お
り
で
あ
る
。

参
議
院
議
員
浜
田
聡
君
提
出
国
葬
、
国
葬
儀
、
合
同
葬
儀
の
違
い
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

卜

で

4

乗
越
参
事
官
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一
の
７
に
つ
い
て

一
の
６
に
つ
い
て

一
の
ら
に
つ
い
て

律
第
七
十
号
）
に
基
づ
き
、
皇
室
関
係
の
国
家
事
務
及
び
政
令
で
定
め
る
天
皇
の
国
事
に
関
す
る
行
為
に
係
る
事
務
を
つ
か

う
儀
式
と
し
て
行
わ
れ
た
葬
儀
で
あ
る
。

び
公
式
制
度
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
の
国
と
し
て
行
う
べ
き
事
務
の
適
切
な
遂
行
（
中
略
）
を
図
る
こ
と
」
を
達
成
す
る
た

め
に
つ
か
さ
ど
る
事
務
で
あ
る
。

し
て
行
わ
れ
る
儀
式
は
、
全
て
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
宮
内
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

い
う
。
）
と
し
て
行
わ
れ
る
葬
儀
で
あ
る
。

御
指
摘
の
「
天
皇
又
は
皇
族
に
よ
る
公
的
行
為
又
は
そ
の
他
の
行
為
（
内
閣
参
質
一
八
○
第
七
五
号
。
以
下
同
じ
。
）
と

内
閣
府
設
置
法
第
四
条
第
三
項
第
三
十
三
号
に
規
定
す
る
事
務
は
、
同
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
皇
室
、
栄
典
及

故
中
曽
根
康
弘
内
閣
・
自
由
民
主
党
合
同
葬
儀
は
、
内
閣
府
設
置
法
第
四
条
第
三
項
第
三
十
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
の
行

故
安
倍
晋
三
国
葬
儀
は
、
内
閣
府
設
置
法
第
四
条
第
三
項
第
三
十
三
号
に
規
定
す
る
国
の
儀
式
（
以
下
「
国
の
儀
式
」
と

ぺ

。

●



一
の
Ｓ
の
（
２
）
及
び
（
３
）
に
つ
い
て

一
の
８
の
（
５
）
に
つ
い
て

一
の
８
の
（
４
）
に
つ
い
て

｜
の
８
の
（
１
）
に
つ
い
て

さ
ど
る
宮
内
庁
の
所
掌
事
務
と
さ
れ
る
皇
室
の
儀
式
は
、
同
法
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
儀
式
で
あ
る
。

が
国
の
儀
式
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
直
近
の
内
閣
の
行
う
行
事
で
あ
る
令
和
四
年
四
月
十
八
日
に
行
わ

二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
儀
式
に
つ
い
て
は
、
そ
の
う
ち
日
本
国
憲
法
第
七
条
第
十
号
に
規
定
す
る
儀
式
に
該
当
す
る
も
の

の
儀
が
挙
げ
ら
れ
る
。
当
該
儀
式
は
、
お
尋
ね
の
「
宮
内
庁
法
規
定
儀
式
」
に
も
該
当
す
る
。

お
尋
ね
の
「
憲
法
規
定
儀
式
」
の
直
近
の
例
と
し
て
は
へ
令
和
四
年
一
月
一
日
に
国
の
儀
式
と
し
て
行
わ
れ
た
新
年
祝
賀

お
尋
ね
の
よ
う
な
事
例
は
存
在
し
な
い
。

お
尋
ね
の
「
内
閣
儀
式
等
に
お
い
て
、
天
皇
が
国
事
行
為
、
公
的
行
為
又
は
そ
の
他
の
行
為
を
行
っ
た
事
例
」
の
意
味
す

日
本
国
憲
法
第
七
条
第
十
号
に
規
定
す
る
儀
式
は
、
い
ず
れ
も
国
の
儀
式
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宮
内
庁
法
第

で

く



一
の
Ⅱ
の
（
１
）
に
つ
い
て

一
の
Ⅲ
に
つ
い
て

一
の
９
に
つ
い
て

行
事
と
し
て
行
わ
れ
た
第
十
六
回
み
ど
り
の
式
典
、
令
和
三
年
四
月
二
十
三
日
に
内
閣
の
行
う
行
事
と
し
て
行
わ
れ
た
第
十

す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
故
安
倍
晋
三
国
葬
儀
へ
の
皇
室
の
方
々
の
御
対
応
に
つ
い
て
は
、
現
在
調

ら
れ
ろ
。

れ
た
第
十
六
回
み
ど
り
の
式
典
へ
の
天
皇
陛
下
の
御
臨
席
等
は
、
天
皇
の
自
然
人
と
し
て
の
事
実
行
為
の
う
ち
象
徴
と
し
て

五
回
み
ど
り
の
式
典
及
び
同
年
三
月
十
一
日
に
内
閣
の
行
う
行
事
と
し
て
行
わ
れ
た
東
日
本
大
震
災
十
周
年
追
悼
式
が
挙
げ

に
行
わ
れ
た
故
吉
田
茂
国
葬
儀
の
み
で
あ
る
。

の
地
位
に
基
づ
い
て
公
的
な
立
場
で
行
わ
れ
る
公
的
行
為
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

お
尋
ね
の
「
前
回
合
同
葬
儀
を
除
い
た
内
閣
儀
式
等
」
の
直
近
の
例
と
し
て
は
、
令
和
四
年
四
月
十
八
日
に
内
閣
の
行
う

お
尋
ね
の
「
今
般
の
国
葬
儀
に
お
い
て
、
天
皇
又
は
皇
族
が
国
事
行
為
、
公
的
行
為
又
は
そ
の
他
行
為
を
行
う
」
の
意
味

お
尋
ね
の
「
宮
内
庁
法
規
定
儀
式
及
び
憲
法
規
定
儀
式
を
除
い
た
国
の
儀
式
」
の
例
は
、
昭
和
四
十
二
年
十
月
三
十
一
日

＝

。

｡



二
の
１
に
つ
い
て

二
の
２
に
つ
い
て

一
の
皿
の
（
２
）
に
つ
い
て

意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
こ
れ
に
関
す
る
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

整
中
で
あ
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
国
葬
令
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
国
葬
の
際
に
天
皇
又
は
皇
族
が
行
っ
て
い
た
儀
式
等
」
の

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
秋
篠
宮
皇
嗣
同
妃
両
殿
下
は
、
故
中
曽
根
康
弘
内
閣
・
自
由
民
主
党
合
同
葬
儀
に
参
列
さ
れ

え
て
い
る
。

晋
三
（
当
時
）
か
ら
参
列
の
願
い
出
を
受
け
、
公
的
な
立
場
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
公
的
行
為
に
該
当
す
る
も
の
と
考

た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
該
御
参
列
は
、
故
中
曽
根
康
弘
内
閣
・
自
由
民
主
党
合
同
葬
儀
委
員
長
で
あ
る
内
閣
総
理
大
臣
安
倍

競
走
の
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
よ
う
な
要
請
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
今
後
当
該
要
請

を
行
う
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
決
定
し
て
い
な
い
。

令
和
四
年
九
月
二
十
七
日
に
お
い
て
、
公
営
競
技
で
あ
る
地
方
競
馬
、
競
輪
、
小
型
自
動
車
競
走
及
び
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト

お
尋
ね
の
「
前
回
合
同
葬
儀
に
お
い
て
、
秋
篠
宮
皇
嗣
同
妃
両
殿
下
は
公
的
行
為
を
行
っ
た
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必

で

〈



三
の
１
か
ら
３
ま
で
に
つ
い
て

二
の
Ｓ
に
つ
い
て

点
で
お
尋
ね
に
つ
い
て
明
確
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
お
尋
ね
の
「
半
日
休
む
よ
う
に
と
い
う
ょ

な
い
。

う
な
こ
と
」
及
び
「
歌
舞
音
曲
を
慎
ん
だ
ら
ど
う
で
す
か
と
い
う
こ
と
」
に
つ
い
て
求
め
る
こ
と
は
現
時
点
で
は
考
え
て
い

晋
三
国
葬
儀
の
具
体
的
内
容
は
現
在
検
討
中
で
あ
り
、
現
時
点
で
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
警
察
は
、
違
法
行
為
に
対
し
て
厳
正
な
取
締
り
を
推
進
し
て
い
る
。

そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
警
備
に
支
障
を
及
ぼ
す
お

故
安
倍
晋
三
国
葬
儀
の
当
日
に
お
け
る
弔
意
表
明
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
現
在
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時

故
安
倍
晋
三
国
葬
儀
は
、
北
の
丸
公
園
内
に
所
在
す
る
日
本
武
道
館
に
お
い
て
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
故
安
倍

警
察
に
お
い
て
は
、
故
安
倍
晋
三
国
葬
儀
に
関
連
す
る
警
護
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
各
種
の
対
策
を
進
め

お
尋
ね
の
「
我
が
国
に
お
け
る
民
主
主
義
に
対
す
る
暴
力
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答

｡

②



三
の
４
に
つ
い
て

警
察
が
情
報
収
集
の
対
象
と
し
て
い
る
団
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
業
務
遂
行
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る

体
の
活
動
実
態
等
に
応
じ
て
判
断
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
、
同
庁
が
調
査
の
対
象
と
し
て
い
る
団
体
及
び

の
で
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

公
安
調
査
庁
が
調
査
の
対
象
と
す
る
団
体
及
び
警
察
が
情
報
収
集
の
対
象
と
す
る
団
体
は
、
そ
の
時
々
の
公
安
情
勢
や
団

て

＆



質
問
第
九
号

右
の
質
問
主

国
葬
、
国
葬
儀
、

令
和
四
年
八
月
四
日

立
思
室
日

参
議
院
議
長
尾
辻
秀
久
殿

を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ

Ａ
口

同
葬
儀 ぐ

の
－
遅
い

等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

て
提
出
す
る

く○

浜
田

聡



葬
儀
（
以
下
「
今
般
の
国
葬
儀
」
と
い
う
。
）
が
憲
政
史
上
初
と
承
知
し
て
い
る
。
憲
政
史
上
初
の
出
来
事
の
法
的
位
置
づ
け

等
が
整
理
さ
れ
た
答
弁
書
を
後
世
に
遣
す
た
め
、
以
下
質
問
す
る
。

儀
の
形
式
で
安
倍
晋
三
元
総
理
の
葬
儀
を
行
う
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。
」
、
「
国
葬
に
つ
い
て
で
す
が
、
（
中
略
）
平
成
十
三

国
を
代
表
し
て
行
い
得
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
」
と
述
べ
た
。

年
一
月
六
日
施
行
の
内
閣
府
設
置
法
に
お
い
て
、
内
閣
府
の
所
掌
事
務
と
し
て
、
国
の
儀
式
に
関
す
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
、

こ
れ
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
、
国
の
儀
式
と
し
て
行
う
国
葬
儀
に
つ
い
て
は
、
閣
議
決
定
を
根
拠
と
し
て
、
行
政
が

一
国
葬
、
国
葬
儀
、
合
同
葬
儀
の
違
い
等
に
つ
い
て

政
府
が
法
令
根
拠
を
予
め
明
ら
か
に
し
、
首
相
経
験
者
の
国
葬
儀
が
行
わ
れ
る
事
例
は
、
今
秋
予
定
の
安
倍
晋
三
元
総
理
の
１

令
和
四
年
七
月
十
四
日
の
記
者
会
見
（
以
下
「
七
月
会
見
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
岸
田
文
雄
総
理
は
「
こ
の
秋
に
国
葬

１
昭
和
四
十
二
年
十
月
三
十
一
日
に
行
わ
れ
た
吉
田
茂
元
総
理
の
国
葬
儀
（
以
下
「
前
回
国
葬
儀
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

決
算
委
員
会
議
録
第
十
五
号
、
昭
和
四
十
三
年
五
月
九
日
）
と
の
当
時
の
政
府
見
解
に
変
更
は
な
い
か
。

て
、
「
国
葬
儀
に
つ
き
ま
し
て
は
、
御
承
知
の
よ
う
に
法
令
の
根
拠
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
」
（
第
五
十
八
回
国
会
衆
議
院

国
葬
、
国
葬
儀
、
合
同
葬
儀
の
違
い
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

で

ｆ
ｌ
当

、



I

４
今
般
の
国
葬
儀
は
国
の
儀
式
（
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四

Ｓ
国
葬
令
第
四
条
に
は
「
皇
族
二
非
サ
ル
者
國
葬
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
喪
儀
ヲ
行
う
當
日
康
朝
シ
國
民
喪
ヲ
服
ス
」
と
い
う

２
国
葬
に
つ
い
て
は
、
大
正
十
五
年
十
月
二
十
一
日
の
国
葬
令
（
勅
令
第
三
百
二
十
四
号
）
の
存
否
に
つ
い
て
、
「
旧
憲

条
第
三
項
第
三
十
三
号
に
規
定
す
る
「
国
の
儀
式
」
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
行
う
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。
異

な
る
場
合
、
今
般
の
国
葬
儀
の
法
令
の
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

使
い
ま
し
た
も
の
と
、
必
ず
し
も
観
念
が
合
致
し
て
い
な
い
（
中
略
）
・
国
民
を
あ
げ
て
喪
に
服
す
る
と
い
う
考
え
方
、

当
す
る
か
。

あ
る
い
は
国
の
経
費
を
も
っ
て
葬
儀
を
行
な
う
、
こ
の
点
、
端
的
に
申
し
ま
す
と
、
こ
の
二
つ
の
間
に
は
か
な
り
差
が
あ
２

り
ま
す
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
（
第
六
十
一
回
国
会
参
議
院
内
閣
委
員
会
会
議
録
第
二
十
五
号
、
昭
和
四
十
四
年
七
月
一

明
文
規
定
が
あ
る
が
、
政
府
は
、
「
国
葬
と
い
う
こ
と
の
意
義
自
体
が
、
今
日
の
考
え
方
と
、
あ
る
い
は
過
去
に
お
い
て

委
員
会
議
録
第
十
五
号
、
昭
和
四
十
三
年
五
月
九
且
・
当
時
の
政
府
見
解
に
変
更
は
な
い
か
。

法
時
代
の
国
葬
令
、
こ
れ
は
今
日
な
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
」
と
の
政
府
答
弁
が
あ
る
（
第
五
十
八
回
国
会
衆
議
院
決
算

且
・
今
般
の
国
葬
儀
は
「
国
民
を
あ
げ
て
喪
に
服
す
る
」
と
「
国
の
経
費
を
も
っ
て
葬
儀
を
行
な
う
」
の
い
ず
れ
に
該

、

●
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８
法
第
四
十
八
条
及
び
宮
内
庁
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
内
庁
は
内
閣
府
に
置
か
れ
る
。

７
天
皇
又
は
皇
族
に
よ
る
公
的
行
為
又
は
そ
の
他
の
行
為
（
内
閣
参
質
一
八
○
第
七
五
号
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
行
わ
３

６
法
第
四
条
第
三
項
第
三
十
三
号
に
規
定
す
る
事
務
は
、
法
第
三
条
第
二
項
に
並
記
さ
れ
る
任
務
の
う
ち
、
ど
の
任
務
を

５
令
和
二
年
十
月
十
七
日
に
行
わ
れ
た
中
曽
根
康
弘
元
総
理
の
内
閣
・
自
由
民
主
党
合
同
葬
儀
（
以
下
「
前
回
合
同
葬

達
成
す
る
た
め
の
事
務
な
の
か
。

法
規
定
儀
式
」
と
い
う
。
）
と
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

れ
る
儀
式
は
、
全
て
宮
内
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
号
）
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
儀
式
（
以
下
「
宮
内
庁

れ
た
い
。

う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。
異
な
る
場
合
、
前
回
合
同
葬
儀
の
法
令
の
根
拠
を
示
さ

儀
」
と
い
う
。
）
は
内
閣
儀
式
等
（
法
第
四
条
第
三
項
第
三
十
三
号
に
規
定
す
る
「
内
閣
の
行
う
儀
式
及
び
行
事
」
を
い

（
２
）
天
皇
が
国
の
儀
式
と
し
て
憲
法
規
定
儀
式
を
行
っ
た
事
例
は
あ
る
か
。
あ
る
場
合
、
直
近
の
例
を
一
つ
示
さ
れ

（
１
）
国
の
儀
式
に
憲
法
第
七
条
第
十
号
に
規
定
す
る
儀
式
（
以
下
「
憲
法
規
定
儀
式
」
と
い
う
。
）
又
は
宮
内
庁
法

規
定
儀
式
は
含
ま
れ
る
か
。 て

《



ｇ
宮
内
庁
法
規
定
儀
式
及
び
憲
法
規
定
儀
式
を
除
い
た
国
の
儀
式
の
直
近
の
例
を
、
実
施
日
と
と
も
に
三
つ
示
さ
れ
た

ll 10
し 廷、
０「

こ
れ
は
元
々
は
、
皇
室
親
族
令
に
あ
る
も
の
で
す
。
今
は
も
う
そ
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
絶
対
に
し
な
け
れ
ば
い
け

（
５
）
過
去
の
内
閣
儀
式
等
に
お
い
て
、
天
皇
が
国
事
行
為
、
公
的
行
為
又
は
そ
の
他
の
行
為
を
行
っ
た
事
例
は
あ
る

（
４
）
天
皇
又
は
皇
族
が
国
の
儀
式
と
し
て
憲
法
規
定
儀
式
及
び
宮
内
庁
法
規
定
儀
式
以
外
の
儀
式
を
行
っ
た
事
例
は

（
３
）
天
皇
又
は
皇
族
が
国
の
儀
式
と
し
て
宮
内
庁
法
規
定
儀
式
を
行
っ
た
事
例
は
あ
る
か
。
あ
る
場
合
、
直
近
の
例

前
回
合
同
葬
儀
を
除
い
た
内
閣
儀
式
等
の
直
近
の
例
を
、
実
施
日
と
と
も
に
三
つ
示
さ
れ
た
い
。

秋
篠
宮
皇
嗣
殿
下
は
令
和
三
年
十
一
月
二
十
五
日
の
記
者
会
見
で
皇
族
の
結
婚
に
際
し
行
わ
れ
る
儀
式
に
つ
い
て

あ
る
か
。
あ
る
場
合
、
直
近
の
例
を
一
つ
示
さ
れ
た
い
。

か
0

を
一
つ
示
さ
れ
た
い
。
．

た
い
。

い
0

あ
る
場
合
、
直
近
の
例
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
、
な
ぜ
そ
の
分
類
に
な
る
の
か
理
由
も
併
せ
て
示
さ
れ
た
４

｡

、
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二
今
般
の
国
葬
儀
予
定
日
で
あ
る
令
和
四
年
九
月
二
十
七
日
（
以
下
「
予
定
日
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

１
前
回
国
葬
儀
に
つ
い
て
、
令
和
四
年
七
月
十
六
日
の
毎
日
新
聞
の
記
事
に
は
「
「
国
民
あ
げ
て
冥
福
を
祈
る
」
の
大
号

令
の
下
、
当
日
は
競
馬
や
競
輪
な
ど
の
公
営
競
技
が
中
止
と
な
り
、
テ
レ
ビ
か
ら
歌
謡
曲
や
ク
イ
ズ
な
ど
の
娯
楽
番
組
が

消
え
、
全
国
各
地
に
鳴
り
響
く
サ
イ
レ
ン
に
合
わ
せ
て
職
場
や
街
頭
で
黙
と
う
が
さ
さ
げ
ら
れ
た
」
と
あ
る
。
予
定
日
に

公
営
競
技
の
開
催
は
予
定
さ
れ
て
い
る
か
。
当
該
公
営
競
技
の
開
催
を
中
止
す
る
よ
う
政
府
か
ら
要
請
を
行
っ
た
、
又
は

な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
慣
習
的
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
私
は
本
来
で
あ
れ
ば
そ
れ

は
行
う
の
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
」
と
述
べ
た
。

（
＆
前
回
合
同
葬
儀
に
お
い
て
、
秋
篠
宮
皇
嗣
同
妃
両
殿
下
は
公
的
行
為
を
行
っ
た
か
。
行
っ
た
場
合
、
公
的
行
為
５

（
１
）
今
般
の
国
葬
儀
に
お
い
て
、
天
皇
又
は
皇
族
が
国
事
行
為
、
公
的
行
為
又
は
そ
の
他
行
為
を
行
う
予
定
は
あ
る

該
当
す
る
か
。

か
。
ま
た
、
国
葬
令
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
国
葬
の
際
に
天
皇
又
は
皇
族
が
行
っ
て
い
た
儀
式
等
を
、
今
般
の
国
葬

の
内
容
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

の
際
に
行
う
予
定
は
あ
る
か
。
そ
の
儀
式
は
憲
法
規
定
儀
式
、
国
の
儀
式
又
は
宮
内
庁
法
規
定
儀
式
の
い
ず
れ
に

、

て

く

、



３
令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
防
止
等
の
た
６

２
前
回
国
葬
儀
の
際
は
総
理
府
（
当
時
）
か
ら
国
民
に
対
し
「
半
日
休
む
よ
う
に
と
い
う
よ
う
な
こ
と
、
あ
る
い
は
黙
祷

さ
せ
て
い
く
た
め
に
何
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
我
々
も
真
剣
に
考
え
て
い
き
た
い
」
と
答
弁
し
た
。
予
定
日

損
失
を
受
け
ら
れ
た
方
々
は
た
く
さ
ん
お
ら
れ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
（
中
略
）
文
化
芸
術
を
こ
れ
は
推
奨
し
発
展

録
が
あ
る
。
政
府
は
予
定
日
に
前
回
国
葬
儀
と
同
様
の
趣
旨
の
協
力
を
申
し
出
た
、
又
は
申
し
出
る
こ
と
を
予
定
し
て
い

め
、
政
府
の
要
請
に
よ
り
文
化
芸
術
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
の
自
粛
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
事
業
者
等
へ
の
経
済
支
援

に
お
い
て
、
行
政
機
関
が
公
共
財
産
（
国
に
あ
っ
て
は
、
国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
条
第

に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し
、
安
倍
晋
三
総
理
（
当
時
）
は
「
イ
ベ
ン
ト
が
今
回
の
要
請
に
よ
っ
て
中
止
と
な
り
、
言
わ
ば

願
い
申
し
上
げ
た
い
」
（
第
五
十
六
回
国
会
衆
議
院
逓
信
委
員
会
議
録
第
三
号
、
昭
和
四
十
二
年
十
一
月
九
且
と
の
記

を
さ
さ
げ
ま
し
ょ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
、
あ
る
い
は
歌
舞
音
曲
を
慎
ん
だ
ら
ど
う
で
す
か
と
い
う
こ
と
の
御
協
力
を
お

行
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

る
か
。

一
項
に
規
定
す
る
国
有
財
産
、
地
方
公
共
団
体
に
あ
っ
て
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百

6

。

。
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三
我
が
国
に
お
け
る
民
主
主
義
に
対
す
る
暴
力
に
つ
い
て

稲
次
郎
暗
殺
事
件
を
引
い
て
政
府
を
批
判
し
た
。
池
田
勇
人
総
理
（
当
時
）
は
同
十
八
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
て
、
同
事
件

削
っ
て
警
護
し
て
お
り
ま
す
末
端
警
察
官
に
対
し
て
厳
重
な
責
任
を
取
り
つ
け
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
私
は

打
し
、
そ
の
場
で
直
ち
に
警
察
官
に
取
り
押
さ
え
ら
れ
た
」
（
第
七
十
五
回
国
会
衆
議
院
地
方
行
政
委
員
会
議
録
第
二
十
五

思
い
ま
す
」
と
述
べ
た
。
ま
た
同
委
員
会
で
山
本
弥
之
助
委
員
（
当
時
）
は
昭
和
三
十
五
年
十
月
十
二
日
に
発
生
し
た
浅
沼

号
、
昭
和
五
十
年
六
月
十
七
且
と
い
う
事
案
が
発
生
し
た
。
同
委
員
会
で
小
川
新
一
郎
委
員
（
当
時
）
は
「
日
夜
骨
身
を

ろ
、
三
木
総
理
が
御
遺
骨
を
出
迎
え
ま
す
た
め
に
日
本
武
道
館
正
面
玄
関
の
歩
道
近
く
に
立
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
と
こ
７

ろ
」
、
男
性
が
「
叫
び
な
が
ら
飛
び
出
し
、
総
理
の
背
後
か
ら
正
面
に
回
り
ま
し
て
、
右
の
手
を
も
っ
て
総
理
の
顔
面
を
殴

財
産
法
第
二
十
四
条
第
一
項
「
公
共
用
、
公
用
又
は
公
益
事
業
の
用
」
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
の
四
第
九
項

昭
和
五
十
年
六
月
十
六
日
に
日
本
武
道
館
で
執
行
さ
れ
た
佐
藤
榮
作
元
総
理
の
国
民
葬
儀
で
は
「
午
後
一
時
五
十
三
分
ご

三
十
八
条
一
項
に
規
定
す
る
公
有
財
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
）
等
の
利
用
を
拒
ん
だ
り
、
公
共
財
産
の
利
用
に
あ
た
り

「
公
用
若
し
く
は
公
共
用
」
及
び
同
法
第
二
百
三
十
八
条
の
五
第
四
項
「
公
用
又
は
公
共
用
」
に
該
当
す
る
か
。

「
歌
舞
音
曲
を
慎
」
む
よ
う
要
請
を
行
っ
た
、
又
は
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
今
般
の
国
葬
儀
は
、
国
有

ロ

ぐ

息

■
８



な
お
、
本
質
間
主
意
書
に
つ
い
て
は
、
答
弁
書
作
成
に
か
か
る
官
僚
の
負
担
に
鑑
み
、
転
送
か
ら
七
日
以
内
で
の
答
弁
は
求

主
義
を
断
固
と
し
て
守
り
抜
く
と
い
う
決
意
を
示
し
て
ま
い
り
ま
す
。
」
と
述
べ
た
。

会
議
録
第
二
号
、
昭
和
三
十
五
年
十
月
十
八
且
・
岸
田
文
雄
総
理
も
七
月
会
見
に
て
「
我
が
国
は
、
暴
力
に
屈
せ
ず
民
主

４
昭
和
四
十
八
年
、
政
府
は
大
日
本
愛
国
党
を
含
む
十
六
団
体
（
以
下
「
十
六
団
体
」
と
い
う
。
）
が
破
壊
活
動
防
止
法

３
政
府
は
警
護
要
則
の
改
正
等
を
検
討
し
て
い
る
か
。

に２
予
定
日
の
警
護
（
警
護
要
則
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
八
号
。
以
下
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
警
護
を
い

１
右
を
踏
ま
え
、
我
が
国
に
お
け
る
民
主
主
義
に
対
す
る
暴
力
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
如
何
。

団
体
の
動
向
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
か
。

十
六
団
体
に
つ
い
て
破
壊
活
動
防
止
法
に
基
づ
く
公
安
調
査
庁
の
調
査
対
象
団
体
と
し
て
い
る
こ
と
及
び
警
察
庁
が
十
六

う
。
以
下
同
じ
や
）
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
如
何

つ
い
て
「
暴
力
は
民
主
政
治
家
に
と
っ
て
共
通
の
敵
で
あ
る
」
等
、
追
悼
演
説
を
行
っ
た
（
第
三
十
六
回
国
会
衆
議
院
本

（
第
七
十
一
回
国
会
参
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
三
号
、
昭
和
四
十
八
年
二
月
二
十
七
且
・
岸
田
内
閣
に
お
い
て
、

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
四
十
号
。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
く
公
安
調
査
庁
の
調
査
対
象
団
体
で
あ
る
と
答
弁
し
た

8

。

0

。

■
８
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め
な
い
。
国
会
法
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
従
い
答
弁
を
延
期
し
た
上
で
、
転
送
か
ら
二
十
八
日
以
内
に
は
答
弁
さ
れ
た

い
0

右
質
問
す
る
。 》

日

<’

《

■
Ｚ
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